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市
で
は
県
と

協
力
し
、
路
線

ご
と
に
沿
道
の
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野
立
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の
広
告
物
の
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ち
、
無
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反
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今
回
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国
道
４
１
４
号
沿
線
」
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線
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導
を
行
い
ま
す
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市
か
ら
通
知
が
届
い
た
場
合
は
、

速
や
か
に
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正
を
お
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し
ま
す
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多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
た　

伊
豆
半
島
固
有
の
美
し
い
景
観
を　

守
り
、
よ
り
良
い
も
の
に
し
て
い　

く
こ
と
。
そ
れ
が
、
観
光
客
な
ど　

を
も
て
な
す
重
要
な
要
素
で
あ　

り
、
そ
こ
に
生
活
す
る
人
々
の
誇　

り
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で　

し
ょ
う
か
。
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静岡県沼津土木事務所からのお知らせ

問 静岡県沼津土木事務所工事第 2課　☎ 055-920-2218

下中橋の架け替え工事
韮山古川の河川改修工事に伴い、

を実施中です

期間中、下中橋とその

周辺の一部道路を全面

通行止めにしています。

道路利用者や地元住民の皆さんには、大変ご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご協力を、よ

ろしくお願いします。

【工事概要】
工事箇所／
　伊豆の国市内中地先（下中橋とその上下流）
工事予定期間／
　平成 32 年 8月末頃まで（約 2年半）
※ 期間中、下中橋とその周辺の一部道路を全面
通行止めにしています。
※工事期間は、変更する場合があります。
工事内容／ 下中橋架け替え工事、護岸改修工事
※  4.5 ｍから 7.5 ｍに橋の幅を広げ、歩道のあ
る新しい橋に生まれ変わります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
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【通行止め区間とう回路】

※ 太線：通行止め区間　矢印：う回路

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

通行止め期間

橋梁下部工事（右岸、左岸）

橋梁上部、取り付け道路工事

※6月中旬～9月末の期間は、治水上の安全面から河川内の工事を一時中断します。（通行止めは解除しません）

【工事予定表】

（※） （※）

伊豆の国市
汚水処理施設整備構想（アクションプラン）

を策定しました
問 市役所下水道課　☎ 055-948-2920

■策定の背景
　市では、平成 26年 1月に国から通達
された既定の汚水処理構想の見直しで
示された次の３点の見直し内容に準じ
て、アクションプランを策定しました。
　
① 汚水処理施設整備区域の設定は、各
種汚水処理施設の有する特性を踏ま
え、経済比較を基本としつつ、整備
や運営を含め、時間軸などの観点を
勘案すること

② 人口減少などを踏まえ、今後 10年程
度（平成 38年度）を目途に、汚水処
理施設の概成（ほぼ完成させること）
を目指したアクションプランの策定
を行うこと

③ アクションプランの策定に際して、
整備に長期期間を要する地域につい
ては、早期に汚水処理が概成可能な
手法を導入するなどの弾力的な対応
を検討すること

■ アクションプランの公表
　平成 30年 3月 23日に開催した第５
回下水道事業運営審議会で、アクショ
ンプランが承認されました。詳しくは、
市ホームページで公表中です。

■ 合併処理浄化槽設置整備事業
費補助金交付要綱を一部変更

　アクションプランの公表にあわせ、
合併処理浄化槽設置補助対象区域の拡
大を図ります。
対象範囲／
（旧）公共下水道全体計画区域以外
　　　　　　↓
（新） アクションプラン（平成 38年度まで）

整備区域以外

■下水道処理施設の既整備区域・整備予定区域

 平成28年度まで
に下水道整備が
終了した区域

 平成38年度まで
に下水道整備を
行う予定の区域

－持続的な汚水処理システムの早期構築を目指して－

■その他
 　詳しくは、直接問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。


